
65歳以上の高齢者は国保又は被用者保険に加入し、高齢者の医療給付費を公費・

高齢者の保険料・現役世代の保険料で支える仕組みとした場合の財政影響

(平成22年度予算ベースにおける現行制度からの比較)
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※ 上記の被扶養者は、①65歳以上の被保険者に扶養されている65歳以上及び65歳未満の方、②65歳未満の被保険者に扶養され

ている65歳以上の方。

<B案 >
被保険者及び被扶養者

・   ↓

被用者保険

<C案>
被保険者  被扶養者

↓        ↓

被用者保険   国保

65歳以‐上の被用

者保険の被保険

者及び被扶養者

の取扱い

<A案>
被保険者及び被扶養者

↓
国保

公費(約 5割 )を投入

する医療給付費
.の

対象年齢

I

75歳
以上

・姉
嘘

Ⅲ

65歳
以上

I

75歳
以上

Ⅱ

70歳
以上

Ⅲ

65歳
以上

‐
７５歳
雄

Ⅱ

70歳
以上

Ⅲ

65歳
以上

0.3 ▲0,1 ▲0.5 0 ▲0.4 ▲0.7６
５
歳
未
満
の
保
険
料

協会けんぼ ▲0.2 ▲0.6 ▲0.9

▲0,7 0 ▲0.5 ▲0.8 0.1 ▲0.4 ▲0.7
健保組合 0.1 ▲0,3

0 ▲0.1 ▲0.2 0 ▲0.1 ▲ 0.2
共済 0.1 ▲0.1 ▲0.2

市町村国保 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5

1.2 ▲0.9 0.2 1.2 ▲0.9 0.3 1.3
公費 ▲0.9 0.3

<夢
諄 I」 及び「CttT I」については、今費が減少することも踏まえ、市町本寸国イ呆等の負担軽減策を講じること
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o上 記以外の場合については、公費を増加させる必要に加え、市町村国保の負担軽減策を講じることが必要となる
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2年度予算ベース)現行制度の財源構成につい
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<65歳から74歳までの高齢者医療給付費の財源構成 5.3兆円>

<75歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 11.7兆円>
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1/3(12ヶ月分 )としている。

に充てられるものとして整理している。

村国保の前期財政調整における負担増分であり、下段は退職者医

者保険者が負担している。
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上段は後期高齢者支援金の加入者割(2/3)の部分、下段は総報酬割(1/3)の 部分



A案― I

<前提>
① 6ら歳以上の高齢者は全員国保に加入

※ 国保に加入する高齢者;約 283o万人
整 を投入

v  :曰 J口 1● H口 ′
=夕 =｀

:ィヽ ==~~・ ・・― ―●●ヽ ‐
= ― ―・ ~ ~‐  ~‐ ― ―

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

65歳未満の保険料等による負担分 51%    ヽ

※ 仮に、前提を③ではなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
保険料Q壺國団整 公費

協会けんぼ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.2兆円 0.1兆円 0.1兆円 0,9ツじ円 ▲0,9ツじ
「

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保等の

負担軽減策を講じることが必要となる。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保iF加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

※ 65歳未満の被用者保険の被扶養者が国保に移行する影響を含む。

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>



A案二 I

<前提>
① 65歳以上の高齢者は全員国保に加入

※ 国保に加入する高齢者 ;約 2830万人

に約5割の公費を投入

③ 高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保陰料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
若人の保険料等による負担分 43%

※ 仮に、前提を③で1まなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～ 02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担

軽減策を講じることが必要となる。
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糞蛛 蠣』』言営層編働重薯憬薔曇言著暦コ凛象裏翼纂上
係る高齢者医琴の支援金である。

保険料
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A案―軍

<前提>
① 65歳以上の高齢者は全員国保に加入

※ 菌保にカロ入する高齢者 :約2830万ハ
の公費を投入

①

③ 65歳未満の保陰料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17ツじ円>
65歳未満の保険料等による負担分 37%

※ 仮に、前提③ではなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0¬ ～02兆円減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行希1度からの財政影響>

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担

軽減策を講じることが必要となる。
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糞漫墨挙彗彗譜毅         R』繁言辱蠣琴埋鷲躍駐発嘉長
係る高齢者辱療の支援金である。
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